
 
                          

Press Release  
 

  
 
 

 

  

報道関係者 各位 

 

 

麻薬及び指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について 

 

本日 16:30、神奈川県より、別添のとおり記者発表を行った旨の連絡が

ありましたので、お知らせいたします。 

 

平成 30 年４月 19 日 

【照会先】 

医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 

課長補佐 佐々木 正大（内線 2779） 

（電話代表）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2436 



 

 

平成３０年４月１９日 
記者発表資料 

麻薬及び指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について 

県では、危険ドラッグによる健康被害を未然に防止するため、県内等で流通、販売される危険ド

ラッグを購入し、成分検査を行っています。 

インターネットサイトで危険ドラッグを購入し、県衛生研究所で検査したところ、次の製品から「麻

薬」及び「指定薬物」が検出されました。 

これらの製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに神奈川県健康医療局生活衛生部薬務

課にご相談ください。 

１ 違法薬物が検出された製品の概要 

(1) 麻薬を含有する製品 

 製品名 

（販売サイト上の製品名） 
形状 入手方法等 検出された麻薬 

１ 
sample-17 
(アゲハ乱 plus) 

乾燥 
植物片 

インターネットサイト 
 
サイト名： 
ＡＲＯＭＡ－ＭＡＲＫＥＴ 
所在地：不明 

発送元：千葉県 

 

・XLR-11 

(2) 指定薬物を含有する製品 

 製品名 

（販売サイト上の製品名） 
形状 入手方法等 検出された指定薬物 

２ 
sample-6 
(ブルーマジックアイ

ス プラス３) 

粉末 

 
 
 
 
インターネットサイト 
 
サイト名： 
ＡＲＯＭＡ－ＭＡＲＫＥＴ 
所在地：不明 

発送元：千葉県 

 

・4-Fluoro-α-PVP 

３ 
sample 3 
(ゾンビアイス ２) 

・2-Fluorodeschloroketamine 

４ 
sample-9 
(ハイテンション puls
３) 

・4-Fluoro-α-PVP 

５ 
sample 20 
(スパイラル X) 

乾燥 
植物片 

・4-Methyl-α-ethylamino 
 pentiophenone 

６ 
sample-12 
(響ゴールド２) 

液体 

・4-Fluoro-α-PVP 

７ 
sample 22 
( ド ロ シ ー VTC 

PLUS ２) 
・4-Fluoro-α-PVP 

 

 



 

 

２ 違反の内容 

(1) 麻薬営業者（麻薬輸入業者、麻薬小売業者等の免許を受けた者）でなければ麻薬を譲渡

してはならないにもかかわらず、麻薬を含有する製品を譲り渡した。（麻薬及び向精神薬取

締法第 24 条違反） 
(2) 指定薬物は、医療等の用途以外の用途に供するために販売等をしてはならないにもかか

わらず、指定薬物を含有する製品を販売した。（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第 76 条の４違反） 

３ 県の対応 

‧ 製品の発送元を所管する自治体に通報しました。 
‧ インターネットサイトに対して、当該製品の販売中止を指示しました。 
‧ 今後も買上調査を継続し、危険ドラッグの監視指導・取締を徹底します。 

４ 県民の皆さまへ 

‧ 当該製品の使用により、健康被害を生じる恐れがありますので、当該製品をお持ちの方は直

ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合は医療機関を受診してください。 
‧ お香、アロマ、バスソルト等と称して販売される製品であっても、身体に有害な作用を及ぼす

物質が含まれているものがあり、大変危険です。危険ドラッグは決して使用したり、関わらない

ようにしてください。 

問合せ先  

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 

課長   小笠原 電話 045-210-4960 

献血・薬物対策グループ 相原 電話 045-210-4964 



 

 

＜参考＞ 

○麻薬を含有する製品 

 

１：sample-17(アゲハ乱plus) 

 
○指定薬物を含有する製品 

   

２：sample-6(ブルーマジック

アイス プラス３) 

３：sample 3 

(ゾンビアイス ２) 

４：sample-9 

(ハイテンション puls３) 

   

５：sample 20(スパイラル X) ６：sample-12 

(響ゴールド２) 

７：sample 22 

(ドロシーVTC PLUS ２) 



 

 

 

○検出された麻薬及び指定薬物の化学名及び規制年月日 
   麻薬 

‧ 検出成分：ＸＬＲ－１１ 
  化学名：［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－インドール－３－イル］（２，２，３，３－

テトラメチルシクロプロパン－１－イル）メタノン 
  規制年月日：平成 26 年 1 月 19 日 
 

   指定薬物 

‧ 検出成分：４－Ｆｌｕｏｒｏ－α－ＰＶＰ 
  化学名：１－(４－フルオロフェニル)－２－(ピロリジン－１－イル)ペンタン－１－オン 
  規制年月日：平成 26 年 1 月 12 日 

 
‧ 検出成分：2－Ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏｋｅｔａｍｉｎｅ 

  化学名：２－（２－フルオロフェニル）－２－（メチルアミノ）シクロヘキサノン 
  規制年月日：平成 29 年 9 月 8 日 

 
‧ 検出成分：４－Ｍｅｔｈｙｌ－α－ｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｐｅｎｔｉｏｐｈｅｎｏｎｅ 

  化学名：２－（エチルアミノ）－１－（４－メチルフェニル）ペンタン－１－オン 
  規制年月日：平成 26 年 1 月 12 日 
 

○麻薬とは 
 中枢神経に作用し精神機能に影響を及ぼす物質で、麻薬及び向精神薬取締法第２条第

１号に定義されています。現在 186 物質が指定されています。 
 

○指定薬物とは 
 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上

の危害が発生するおそれのある物で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第２条第 15 項に定義されています。現在、2,373 物質が指定されてい

ます。 
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